
川崎市黒川青少年野外活動センターの指定管理予定者の決定について

１ 指定管理予定者について

管理を行わせる施設の

名称及び所在地

指定管理予定者
指定期間

住所 名称及び代表者等

川崎市黒川青少年野外

活動センター 

川崎市麻生区黒川 313

番地９ 

東京都狛江市 

岩戸北４丁目

17 番 11 号 

特定非営利活動法人 

国際自然大学校 

理事長 佐藤 初雄 

平成 31 年４月 1日から 

平成 36 年３月 31 日まで 

２ 指定管理者の業務の範囲

（１） キャンプ、自然観察等の野外活動に必要な指導及び助言に関すること。

（２） 野外活動の振興及び普及を図るための各種講座の開催に関すること。

（３） 市内の青少年教育指導者の育成に関すること。

（４） 施設及び設備を利用に供すること。

（５） 市内の学校その他の教育機関等と連絡し、及び協力すること。

（６） 施設の維持管理

（７） その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
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３０川こ青第５５５号

平成３０年１０月１５日

教育長 様

こども未来局長

青少年教育施設の指定管理予定者の付議について（依頼）

教育委員会事務の委任等に関する規則（昭和４７年教委規則第２０号）に基づき、補助

執行しております青少年教育施設のうち、川崎市黒川青少年野外活動センターの次期の指

定管理予定者の選定について、川崎市こども未来局指定管理者選定評価委員会青少年教育

施設・こども文化センター部会にて審査され、結果の報告がありました。

つきましては、川崎市議会に議案として上程するにあたり、指定管理予定者の決定につ

いて、教育委員会にて付議し、御審議くださいますようお願いいたします。

「川崎市黒川青少年野外活動センター」指定管理予定者

  特定非営利活動法人 国際自然大学校

担 当 青少年支援室 施設指導・調整担当 柿森

電 話 044-200-2670 
ＦＡＸ 044-200-3931 
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特定非営利活動法人国際自然大学校の概要 

設  立  平成１２年７月３日 

資産総額  ２，３３０万１，４４７円 

職 員 数  ８１人 

目  的  大人から子供まで幅広い年齢層を対象に、国内及び国外における

自然体験活動、野外教育、環境教育、冒険教育、国際教育（以下「

自然体験活動等」という。）などの広く自然の中での体験教育活動

に関する旅行業、専門的な指導者の育成、情報の提供、調査研究、

プログラムの開発、政策提言、施設の管理運営を通して自然体験活

動等の普及及び振興に寄与することを目的とする。 

事業実績 (1) 川崎市黒川青少年野外活動センター（指定管理者） 

(2) 埼玉県青少年総合野外活動センター（指定管理者） 

(3) 埼玉県立名栗げんきプラザ（指定管理者） 

(4) 神奈川県立愛川ふれあいの村（指定管理者） 

(5) 埼玉県立神川げんきプラザ（事業運営委託） 

(6) 葛飾区立日光林間学園（指定管理者） 

(7) 厚木市七沢自然ふれあいセンター（事業運営委託） 

(8) 大田区立伊豆高原学園（ＰＦＩ事業運営） 

(9) 千葉県立水郷小見川少年自然の家（指定管理者） 

(10) 川崎市青少年の家（指定管理者） 

(11) 明石市立少年自然の家（指定管理者） 
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青少年教育施設に係る指定管理者選定評価委員会の審査結果

１ こども未来局指定管理者選定評価委員会 青少年教育施設・こども文化センター部会 

（１）日時 平成３０年１０月１５日（月）午後６時～午後７時２０分

（２）場所 市役所第３庁舎１５階 第２会議室

（３）委員 部会長 岡田 守弘（横浜国立大学名誉教授／東京医療学院大学教授）

加藤 洋子（聖心女子大学准教授）

新井  務（新井公認会計士事務所（公認会計士））

地主  弘（中小企業診断士）

塚田 庸子（横浜国立大学客員教授）

２ 審査結果 

川崎市黒川青少年野外活動センター 

ア  応募団体数 

１団体（現指定管理者）  

イ 指定管理予定者として選定した団体  

特定非営利活動法人国際自然大学校

得点 ４９８．８７５点 ／６１０点満点

●「川崎市黒川青少年野外活動センター」得点結果集計表

                 応募団体 特定非営利活動法人国際自然大学校

区分 委員持ち点 配点 得点

１ 事業目的の達成とサービス向上への取組について ６８点×５人 ３４０点 ２７３点

２ 事業経営計画と管理経費縮減等への取組について １５点×５人 ７５点 ５１点

３ 事業の安定性・継続性の確保への取組について １８点×５人 ９０点 ６８点

４ 応募団体自身に関する項目について ２１点×５人 １０５点 ８４点

合計点 １２２点×５人 ６１０点 ４７６点

                                     （Ａ）

※平成２６・２７・２９年度の年度評価が「Ｂ」

（５％＋５％＋５％）／４か年×６１０点＝２２．８７５点

実績評価点

（Ｂ）
２２．８７５点

総得点

（Ａ）＋（Ｂ）
４９８．８７５点

                                  標準点 ３８５点
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